
令和６年 2 月  

新 1 年生 寮生保護者の皆様 

広陵高等学校  

（扱い 事務室） 

 

令和６年度寮費について（ご連絡） 

  

令和６年度寮費についてご連絡いたします。 

寮費（表１）は毎月、授業料等の口座振替日に授業料等と合算して授業料等振替口座から

引落しをさせていただきます。 

初回の引落しは 4・5月分を合算して、5月 20日（月）です。 

寮費を 2 か月分滞納された場合には、退寮となる場合があります。引落日の前日までに 

銀行口座へご入金いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

また、帰省・遠征等に伴い寮食費の欠食が生じた場合は、年度末まで預り金とさせていた

だき、次年度に 1 年分をまとめて返金させていただきます。（退寮した場合は、退寮時に 

まとめて返金します。） 

各月で生じた欠食金の状況は 2 か月に 1 度、保護者の方へ通知をさせていただきます。

（初回は 4・5 月分を 6 月中に通知）。 

なお、食費 1 か月 30 日分（年間 360 日分）で計算をさせていただきます。年末年始の帰

省時の内、5 日分（うるう年は 6 日分）は欠食扱いとなりません。（表２） 

ご不明な点等ありましたら事務室までお問合せください。 

よろしくお願いいたします。 

 

（表１）令和６年度寮費 

管理費 ２１，５００円 

食費 30 日分（朝食 330 円、昼食 500 円、夕食 600 円） ４２，９００円 

合 計 ６４，４００円 

※初回は 4・5月分を合算して、128,800円です。 

※毎月、寮費に授業料保護者負担額＋諸費を加えた金額で引落します。 

※年度途中で消費税率改定に伴う値上がりが生じた場合、所要額を変更させていただく場合があります 

ので、ご了承ください。 

 

（表２）年末年始帰省時の欠食の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 28 日昼食をとった後から 1 月 4 日夕食まで帰省した場合、5 日分は欠食扱いとしない。 

 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 

朝食  欠食      欠食 

昼食  欠食      欠食 

夕食 欠食 欠食       

 

5 日分は欠食扱い（返金扱い）としない 



令和 6 年 2 月   

新 1 年生 硬式野球部 寮生保護者の皆様 

広陵高等学校  

（扱い 事務室） 

 

令和６年度寮費について（ご連絡） 

 

令和６年度寮費についてご連絡いたします。 

寮費（表１）は毎月、授業料等の口座振替日に授業料等と合算して授業料等振替口座から

引落しをさせていただきます。 

初回の引落しは 4・5月分を合算して、5月 20日（月）です。 

寮費を 2 か月分滞納された場合には、退寮となる場合があります。引落日の前日までに 

銀行口座へご入金いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

また、帰省・遠征等に伴い寮食費の欠食が生じた場合は、年度末まで預り金とさせていた

だき、次年度に 1 年分をまとめて返金させていただきます。（退寮した場合は、退寮時に 

まとめて返金します。） 

各月で生じた欠食金の状況は、欠食金の状況は、欠食が生じた翌月、保護者の方へ通知を

させていただきます。（欠食が無い場合は通知もありません。） 

なお、食費は 1 か月 30 日分（年間 360 日分）で計算をさせていただきます。年末年始の

帰省時の内、5 日分（うるう年は６日分）は欠食扱いとなりません。（表２） 

ご不明な点等ありましたら事務室までお問合せください。 

よろしくお願いいたします。 

 

（表１）令和６年度寮費 

管理費 ２１，５００円 

食費 30 日分（朝食 330 円、昼食 500 円、夕食 600 円） ４２，９００円 

合 計 ６４，４００円 

※初回は 4・5月分を合算して、128,800円です。 

※毎月、寮費に授業料保護者負担額＋諸費を加えた金額で引落します。 

※年度途中で消費税率改定に伴う値上がりが生じた場合、所要額を変更させていただく場合があります 

ので、ご了承ください。 

 

（表２）年末年始帰省時の欠食の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 28 日昼食をとった後から 1 月 4 日夕食まで帰省した場合、5 日分は欠食扱いとしない。 

 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 

朝食  欠食      欠食 

昼食  欠食      欠食 

夕食 欠食 欠食       

 

5 日分は欠食扱い（返金扱い）としない 



令和６年２月   

寮生保護者の皆様 

広陵高等学校  

（扱い 事務室） 

令和６年度寮費について（ご連絡） 

 

 平素は本校教育の充実についてご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、令和６年度寮費についてご連絡いたします。 

寮費（表１）は毎月、授業料等の口座振替日に授業料等と合算して授業料等振替口座から

引落しをさせていただきます。 

令和 6 年度、初回の引落日は、4月 22日（月）です。 

寮費を 2 か月分滞納された場合には、退寮となる場合があります。引落日の前日までに 

銀行口座へご入金いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

また、帰省・遠征等に伴い寮食費の欠食が生じた場合は、年度末まで預り金とさせていた

だき、次年度に 1 年分をまとめて返金させていただきます。（退寮した場合は、退寮時に 

まとめて返金します。） 

各月で生じた欠食金の状況は 2 か月に 1 度、保護者の方へ通知をさせていただきます。

（初回は 4・5 月分を 6 月中に通知）。 

なお、食費は 1 か月 30 日分（年間 360 日分）で計算をさせていただきます。年末年始の

帰省時の内、5 日分（うるう年は６日分）は欠食扱いとなりません。（表２） 

ご不明な点等ありましたら事務室までお問合せください。 

よろしくお願いいたします。 

 

（表１）令和６年度寮費 

管理費 ２１，５００円 

食費 30 日分（朝食 330 円、昼食 500 円、夕食 600 円） ４２，９００円 

合 計 ６４，４００円 

※毎月、寮費に授業料保護者負担額＋諸費を加えた金額で引落します。 

 ※年度途中で消費税率改定に伴う値上がりが生じた場合、所要額を変更させていただく場合があります 

ので、ご了承ください。 

 

（表２）年末年始帰省時の欠食の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 28 日昼食をとった後から 1 月 4 日夕食まで帰省した場合、5 日分は欠食扱いとしない。 

 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 

朝食  欠食      欠食 

昼食  欠食      欠食 

夕食 欠食 欠食       

 

5 日分は欠食扱い（返金扱い）としない 



 

令和６年２月   

硬式野球部 寮生保護者の皆様 

広陵高等学校  

（扱い 事務室） 

令和６年度寮費について（御連絡） 

 

 平素は本校教育の充実についてご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、令和６年度寮費についてご連絡いたします。 

寮費（表１）は毎月、授業料等の口座振替日に授業料等と合算して授業料等振替口座から

引落しをさせていただきます。 

令和６年度、初回の引落日は、4月 22日（月）です。 

寮費を 2 か月分滞納された場合には、退寮となる場合があります。引落日の前日までに 

銀行口座へご入金いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

また、帰省・遠征等に伴い寮食費の欠食が生じた場合は、年度末まで預り金とさせていた

だき、次年度に 1 年分をまとめて返金させていただきます。（退寮した場合は、退寮時に 

まとめて返金します。） 

 各月で生じた欠食金の状況は、欠食が生じた翌月、保護者の方へ通知をさせていただきま

す。（欠食が無い場合は通知もありません。） 

なお、食費は 1 か月 30 日分（年間 360 日分）で計算をさせていただきます。年末年始の

帰省時の内、5 日分（うるう年は６日分）は欠食扱いとなりません。（表２） 

ご不明な点等ありましたら事務室までお問合せください。 

よろしくお願いいたします。 

 

（表１）令和６年度寮費 

管理費 ２１，５００円 

食費 30 日分（朝食 330 円、昼食 500 円、夕食 600 円） ４２，９００円 

合 計 ６４，４００円 

※毎月、寮費に授業料保護者負担額＋諸費を加えた金額で引落します。 

 ※年度途中で消費税率改定に伴う値上がりが生じた場合、所要額を変更させていただく場合があります 

ので、ご了承ください。 

（表２）年末年始帰省時の欠食の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

平 

 

12 月 28 日昼食をとった後から 1 月 4 日夕食まで帰省した場合、5 日分は欠食扱いとしない。 

 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 

朝食  欠食      欠食 

昼食  欠食      欠食 

夕食 欠食 欠食       

 

5 日分は欠食扱い（返金扱い）としない 


